
飯豊町立学校設置条例（平成元年条例第50号）新旧対照表 

現 行 改 正 後 

第１条 －略－ 第１条 －略－ 

（位置及び名称） （名称及び位置） 

第２条 小学校の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。 第２条 小学校の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。 

名称 位置 

飯豊町立第一小学校 飯豊町大字萩生６７７番地 

飯豊町立第二小学校 飯豊町大字小白川３，３６０番地 

飯豊町立手ノ子小学校 飯豊町大字手ノ子１，６９４番地の１ 

飯豊町立添川小学校 飯豊町大字添川２，９３４番地の１ 
 

名称 位置 

飯豊町立第一小学校 飯豊町大字萩生６７７番地 

飯豊町立第二小学校 飯豊町大字小白川３３６０番地 
 

２ －略－ ２ －略－ 

 



 

現 行 改 正 後 

（設置） 

第１条 －略－ 

（設置） 

第１条 －略－ 

(名称及び位置) 

第２条 義務教育学校の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。 

名称 位置 

飯豊町立いいでの森学園 

飯豊町大字椿１，８６２番地 

飯豊町大字萩生６７７番地 

飯豊町大字小白川３，３６０番地 
 

(名称及び位置) 

第２条 義務教育学校の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。 

名称 位置 

飯豊町立いいでの森学園 飯豊町大字椿１８６２番地 
 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この条例は、規則で定める日から施行する。 

 

 


